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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
質
問
主
意
書
に
対
す
る
外
務
省
の
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
十
四
条
に
基
づ
く
質
問
に
対
し
、
誠
実
に
答
弁
す

べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
及
び
四
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
職
務
専
念
義
務
と
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
一
条
第
一
項
に
規
定

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
職
員
は
、
法
律
又
は
命
令
の
定
め
る
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
勤
務
時
間
及
び
職
務
上
の
注
意
力
の

す
べ
て
を
そ
の
職
責
遂
行
の
た
め
に
用
い
、
政
府
が
な
す
べ
き
責
を
有
す
る
職
務
に
の
み
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
意
味
し
、
こ
の
規
定
は
、
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
外
務
職
員
に

も
適
用
さ
れ
る
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
は
、
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
の
作
成
を
公
務
と
し
て
行
っ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
発
言
は
、
事
実
を
述
べ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

六
か
ら
十
一
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
「
発
言
」
の
具
体
的
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。

二


